
 第１９号議案 

 

 

亀岡市立文化センター条例の一部を

改正する条例の制定について 

 

 亀岡市立文化センター条例（平成１４年亀岡市条例第１２号）の

一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

   平成２５年１１月２５日提出 

 

             亀 岡 市 長  栗 山 正  

 

 

亀岡市立文化センター条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市立文化センター条例（平成１４年亀岡市条例第１２号）の

一部を次のように改正する。 

 

 別表中 

「 

午前 午後 夜間 

９時～１２時 １時～５時 ６時～１０時 

1,050円 1,050円 1,260円 

1,470円 1,470円 1,760円 

1,360円 1,360円 1,630円 

310円 310円 370円 

440円 440円 520円 

400円 400円 490円 

730円 730円 880円 

1,020円 1,020円 1,230円 

950円 950円 1,140円 

                           」 
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を 

「 

午前 午後 夜間 

午前９時～正午 午後１時～午後５時 午後６時～午後１０時 

1,080円 1,080円 1,290円 

1,510円 1,510円 1,810円 

1,400円 1,400円 1,680円 

320円 320円 380円 

450円 450円 540円 

420円 420円 500円 

750円 750円 900円 

1,050円 1,050円 1,270円 

980円 980円 1,170円 

                           」 

に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市立文化センター条例の規定は、

平成２６年４月１日以後に許可を受けた使用料から適用し、同日

前に許可を受けた使用料については、なお従前の例による。 
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亀岡市立文化センター条例の一部を

改正する条例案要綱 

 

 

１ 亀岡市立文化センターの使用料について、消費税引上げに対応

するため、所要の規定整備を図ること。 

 

２ この条例は、平成２６年４月１日から施行すること。ただし、

この条例の施行前に許可を受けた使用料については、なお従前の

例によること。 
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